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令和３年度全国労働衛生週間実施事項 

アンケート集計分析 

新型コロナウィルス感染症対策に関する 

アンケート集計分析 

 

 

 

 

令和３年度全国労働衛生週間実施事項アンケートは、厚生労働省の全国労働衛

生週間実施要綱の事業場の実施する事項を重点項目別に網羅的に並べて金沢

労働基準協会会員事業場に実施している実施事項をお聴きしました。 

 

 

厚生労働省が職場の新型コロナウィルス感染症対策のモデル事例を発表して

いる内容について、金沢労働基準協会会員事業場に実施している感染症対策を

お聴きしました。 

 

回答事業場の皆さんに敬意と感謝をここに表します。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人金沢労働基準協会 
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一般社団法人金沢労働基準協会 

令和３年度全国労働衛生週間実施事項アンケート集計分析 

回答事業場を業種別にみると、製造業が5

0.0％で、次に商業サービス業33.9％、建

設運輸屋外産業16.1％です。 

製造業の内訳は、多い順に、金属製品製

造業、一般機械器具製造業、窯業土石製品

製造業、食品製造業、化学工業、電気機械

器具製造業、紙･紙製品製造業、その他製

造業、一般機械製造業、発電・販売事業、

製本印刷業、繊維製品製造業です。 

商業サービス業の内訳は、多い順に、卸

売業、教育研究業、金融業、接客娯楽業、

警備業、衛生サービス業、リース業、建設

サービス業、その他サービス業、賃貸業、

医療業、計量証明事業です。 

建設運輸屋外産業の内訳は、多い順に、

運送業、建設業、農林水産業、機械器具設

置業、建設コンサルタント、建設・販売卸

業です。 

回答事業場を規模別にみると、労働者10人

から49人規模の事業場が37.5％、最も多

く、次いで、労働者100人を超える規模の

事業場25.0％、労働者50人から99人規模

の事業場が21.4％で、労働者1人から9人

規模の事業場が16.1％となっている。 

 

業種別の規模割合をみると、 

建設運輸屋外産業では、1人から9人規模

の事業場と50人から99人規模の事業場が

多く、商業サービス業では、10人から49

人規模の事業場が多く、製造業は100人を

超える事業場が多くなっている。 
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全国労働衛生週間の実施事項146項目を重点区分別にみた割合です。 
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全国労働衛生週間アンケートＦＡＸ回答票 
（全業種が対象です。規模は問いません。） 

会社の名称  電話番号 

会社の所在地  担当者氏名 

重点事項 
あなたの会社で実施している事項を☑して下さい。「その他」は別紙に記載してください。 

（新型コロナウィルス感染症対策で今年は未実施の場合でも通常行っているときは実施事項としてください。） 

経営トップによ

る健康所信表明 

 職場大会等での表明  □社内報掲載  □ホームページ掲載 □その他（別紙のとおり） 

 ワークライフバランス推進表明 □過重労働対策推進の表明 メンタルヘルスケア推進表明 

職場での衛生意

識の高揚 

 トップの職場巡視 □労働衛生旗掲揚 □ポスター標語の掲示 □講演会開催 □資料配布 

 優良職場・功績者表彰 □家族の職場見学会 □非常災害救護訓練 □その他（別紙のとおり） 

安全衛生管理体

制の確立 

 年間安全衛生計画 □衛生規程 □作業マニュアル □衛生管理者選任 □衛生推進者選任 

 衛生委員会の運営 □作業主任者選任 □有資格者リスト □現場管理者の職務権限の確立 

 衛生担当者の巡視 □リスクアセスメント担当者の養成  

 労働安全衛生マネジメントシステム導入  □ＰＤＣＡサイクル □その他（別紙のとおり） 

作業環境管理の

推進 

 有害物等の作業環境測定実施 □作業環境測定結果の周知 □作業環境測定結果による改善 

 局所排気装置の設置 局所排気装置の検査点検 □換気、採光、照度、便所等の状態の点検 

作業管理の推進 
 自動化、省力化等による作業負担の軽減 □各種作業指針の周知 □その他（別紙のとおり） 

 有効な保護具等の選択 □保護具の必要数備付 □保護具使用徹底 □保護具保守管理点検 

健康管理の推進 

 「職場の健康診断実施強化月間」行事 □定期健康診断の実施 □医師への職場情報提供 

 医師からの意見聴取 □異常所見者の事後措置 □健診結果の医師保健師による保健指導 

 高齢者の特定健診保健指導の連携 □産業保健総合支援センターの活用 □その他（別紙のとおり） 

労働衛生教育の

推進 

 雇入れ時教育 □危険有害業務従事者に対する特別教育 □中期安全衛生教育計画の作成 

 衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向上教育の実施 

過重労働による

健康障害防止の

ための総合対策 

 ワークライフバランスの推進 □時間外・休日労働削減 □年次有給休暇取得促進 

 労働時間状況把握  □長時間労働者に対する医師の面接指導 □健診有所見者の事後措置 

 産業保健総合支援センターの活用  □その他（別紙のとおり） 

メンタルヘルス

対策 

 衛生委員会等における調査審議 □「心の健康づくり計画」策定 □セルフケア教育  

 ラインケア教育 □産業保健スタッフケア教育 □事業場外資源活用 □メンタル相談窓口   

 傾聴教育 □メンタル不調者の職場復帰支援制度 □ストレスチェック実施  

 チェック結果の集団分析 □集団分析による職場環境改善 □自殺予防週間の取組その他 

化学物質による

健康障害防止対

策 

該当の 有・無 

 特定化学物質障害予防規則の措置 □有機溶剤中毒予防規則の措置 □適切な保護具の使用  

 皮膚や眼の保護具の取扱注意表示と教育 □化学物質汚染時の洗浄注意表示と教育 

 化学物質のラベル表示貼付 □安全データシート（SDS）備付  □危険有害性の表示 

 ラベル表示・SDS の教育 □代替物の検討採用 □特殊健康診断による健康管理 

 SDS に基づくリスクアセスメント □リスク低減策の実施  □その他（別紙のとおり） 

特殊な労働衛生

対策 

 

 

該当する対策の

□に☑チェック 

 治療と仕事の両立支援 □基本方針等の表明と周知  □意識啓発研修 □支援相談窓口 

 腰痛予防対策 □作業標準改善 □腰痛予防教育 □腰痛予防体操 □荷物運搬の省力化 

 熱中症予防対策 □WBGT 値把握 □水分補給 □塩分補給 □単独作業回避 □健康確認 

 粉じん障害防止対策  □局所排気装置 □全体換気装置 □防塵マスク □じん肺健診 

 電離放射線障害防止対策 □管理区域の標識明示 □実効線量の測定  □作業環境測定 

 騒音障害防止対策  □騒音作業場の表示 □騒音作業場の区画 □防音措置 □耳栓 

 振動障害防止対策 □防振機械 □防振手袋 □日振動暴露量算定 □作業時間制限   

 酸素欠乏症防止対策  □酸欠危険場所の立入禁止表示  □換気  □酸素濃度測定 

 一酸化炭素中毒防止対策 □換気措置  □内燃機関使用禁止 □一酸化炭素濃度測定 

事務所や作業場

における清潔保

持 

 受動喫煙対策 □全面禁煙措置 □喫煙室の設置 □排煙装置の設置 □受動喫煙健康教育   

 ４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）□事務所や作業場の清掃と清潔保持 □清掃用具の配

置  

 トイレの法定数設置と清潔保持  □休養室の設置と清潔保持  □臥床休憩設備の配置 

 換気、採光、照度等の状態の点検改善  □その他（別紙のとおり） 
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新型コロナウィルス感染症対策に関するアンケート結果の集計 
厚生労働省が職場の新型コロナウィルス感染症対策のモデル事例を発表している内容につ

いて、金沢労働基準協会会員事業場に実施している感染症対策をお聴きしました。 

回答事業場の皆さんに敬意と感謝をここに表します。ありがとうございました。 

製造業の内訳は多い順に、金属製品製造業、食

品製造業、窯業土石製品製造業、紙製品製造業、

一般機械器具製造業、化学工業、電気機械器具

製造業、その他製造業、エネルギー業、繊維工

業、製本印刷業、機械整備業です。 

商業サービス業は多い順に、卸売業、その他サ

ービス業、教育研究業、接客娯楽業、警備業、

衛生サービス業、リース業、建設サービス業、

小売業、賃貸業、医療業、計量証明事業、金融

業です。 

建設運輸屋外産業は、多い順に、建設業、運送

業、農林水産業、機械器具設置業、建設コンサ

ルタント、建設・販売卸業です。 

 

規模別の詳細は、製造業では 10～49 人規模が 38.5％

で最も多く、次いで 100 人以上規模が 34.6％、50～

99 人規模が 23.1％となっています。 

 

商業サービス業では、10～49 人規模が 47.4％で最も

多く、次いで 1～9 人規模が 26.3％、50～99 人規模が

15.8％となっています。 

 

建設運輸屋外産業では、1～9 人規模と 50～99 人規模

が 33.3％でもっと多く、次いで 10～49 人規模が

22.2％になっていまｓ。 

 

 

 

 
 



全国労働衛生週間実施事項アンケート結果(令和３年) 

13 

 

 
 

 
 

 



全国労働衛生週間実施事項アンケート結果(令和３年) 

14 

 

 
 

 



全国労働衛生週間実施事項アンケート結果(令和３年) 

15 

 

 
 

 
 

 

 



全国労働衛生週間実施事項アンケート結果(令和３年) 

16 

 

 



全国労働衛生週間実施事項アンケート結果(令和３年) 

17 

 

 
 

 
 

 
 

 



全国労働衛生週間実施事項アンケート結果(令和３年) 

18 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



全国労働衛生週間実施事項アンケート結果(令和３年) 

19 

 

新型コロナウィルス感染症対策に関するアンケート回答票 
会社の名称  電話番号 

会社所在地  担当者氏名 

重点事項 あなたの会社で実施している事項を☑して下さい。「その他」は別紙に記載してください。 

感染予防のた

めの体制 

□トップの感染予防推進の表明 □予防責任者担当者を任命 □会社の取組やルールを周知  

□感染予防行動指導する管理監督者教育 □安全衛生委員会、衛生委員会での審議 □その他 

□「５つの場面」や「新しい生活様式」の実践例周知 

感染防止のた

めの基本的な

対策 

□職場以外でも感染予防の行動求める資料等配布 □「５つのポイント」確認アンケート報告 

□新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を周知、インストール勧奨掲示 □その他 

□①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いの実行 を求める通知・ポスター掲示 

□外出時、屋内にいるときや会話をするときに、マスクの着用を求める通知・ポスター掲示 

□手洗いは 30 秒程度かけて水と石けんで洗う通知・ポスター掲示  □手指消毒液・石鹸の配置 

日常的な健康

状態の確認 

□出勤前に自宅で体温確認を求める □出社時のサーモカメラ体温確認 □体調不良時の申告 

□日々の発熱等の体調を確認アプリの活用 □体調不良の訴えがあれば勤務させない措置 

□特別休暇・病気休暇制度の拡充 □長時間の時間外労働など疲労が蓄積しないように配慮 

□十分な栄養摂取と睡眠の確保を求めるポスター掲示 □その他一般的な健康確保措置の実施 

働き方の新し

いスタイル」の

取組状況 

□「テレワークやローテーション勤務」の導入 □「時差通勤でゆったりと」出勤制度の導入 

□オフィスの人口密度を減らした「オフィスはひろびろと」の実践  □交代制勤務の導入 

□「名刺交換はオンライン」の活用  □「対面での打合せは換気とマスク」の実践 □その他 

感染情報収集 □国、地方自治体や学術学会等のホームページ等を通じて最新の情報を収集 □その他 

感染防止のた

めの具体的な

対策 

□密閉空間、密集、密接会話「３つの密」行事等の禁止  □「ゼロ密」を目指すリスク低減措置  

□執務室にパーテーション設置  □換気方法の改善  □アラームを活用した定期的な換気 

□電車等の公共交通機関の窓開けに協力要請  □出勤抑制  □テレビ会議や Web 会議の活用 

□時差通勤、自転車通勤、自家用車通勤の活用  □空気清浄機や加湿器の活用 □その他 

□会議でのマスク着用、２ｍ間隔、真正面回避の配席の措置  □朝礼時の立ち位置明示 

□接客業等でのマスク着用  □接客業等でのアクリル板、不燃性透明ビニールカーテン遮蔽 

□労使協議の上、昼休みを時間差で設定  □寄宿舎や社員寮の感染防止対策を実施 

接触感染の防

止 

□電話、パソコン、デスク等物品・機器等や治具・工具などの共用回避 □その他 

□治具・工具の共用使用前後での手洗いや手指消毒  □共用使用物のアルコー ル消毒 

□フリーアドレスの使用前後での消毒、座席間隔の確保、□フリーアドレスの利用状況の記録 

□対面での接触や近距離での会話の回避  □共同作業の拡声器使用や伝声板付きのマスク採用 

□共用トイレの清掃等について清拭消毒を行う  □トイレの蓋を閉めて汚物を流すように表示 

□ペーパータオルを設置   □個人ごとにタオルを準備する  □ゴーグルの着用 

休憩スペース

等の利用 

□休憩室の利用人数制限 □休憩スペースの常時換気 □手指の消毒液配置 

□テーブル、いす、自販機ボタン等共有物品の定期的消毒   □社員食堂の座席数を減らす   

□座席間のアクリル板、不燃性透明ビニールカーテン遮蔽   □社員食堂での黙食注意喚起   

□社員食堂でのトングやポットなどの共用禁止    □社員食堂で座席の間引き、非対面化 

□喫煙所の利用人数制限  □喫煙所での手指消毒注意掲示  □喫煙所での会話禁止   

ゴミの廃棄 
□ゴミを回収する人は、マスク、手袋、保護メガネを着用するよう注意掲示 □その他 

□ゴミを回収する人は、作業後は必ず石けんと流水で手 洗いをするよう注意掲示 

配慮が必要な

労働者への対

応 

□風邪症状等の場合の「出勤しない・させない」ルール  □かかりつけ医療機関への電話相談 

□高齢者や糖尿病など基礎疾患を有す者、妊娠している労働者についての就業上の配慮 

□妊娠中の女性労働者の「母健連絡カード」等で申出 による作業出勤の制限（在宅勤務又は休業） 

在宅勤務テレ

ワークや時差

出勤等 

□テレワークの実施 □業務とプライベートの切分明示 □作業空間容量の確認 □換気通風 

□作業場所の照度 □上司や同僚とのコミニュケーション方法確立  □時差出勤制度の実施 

□運動不足や睡眠リズムの乱れやメンタルヘルスの問題への対処を通知・掲示 □その他 

陽性者や濃厚

接触者の対応 

□陽性者等に対する不利益取扱い、差別禁止の明確化  □陽性判明の連絡徹底 □その他 

□保健所の自宅待機要請の連絡  □陽性報告受付担当者の周知  □職場の消毒等の対応検討 

□感染情報取扱部署（担当者）プライバシー保護ルール  □陽性者と濃厚接触の対応ルール化    

その他の対応 

□濃厚接触者への対応等の相談をする「保健所」、「帰国者・接触者相談センター」等を確認 

□事業場内診療・保健施設で体調不良者の受け入れは、医療従事者が標準予防策を遵守 □その他 

□感染予防体制（受診者のマス ク着用、待合や動線を分ける、受診者が一定の距離保持）実行 
 


